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令和８年度八幡排水機場（他２件）操作保守業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局淀川河川事務所長
西澤　洋行
大阪府枚方市新町２－２－１０

令和　８年　４月　１日

八幡市長
京都府八幡市八幡園内７５番地

13,283,380円

　本業務は、淀川水系木津川の八幡排水機場、上津屋樋門及び淀川水系淀川の橋本樋門
における施設の操作を実施するものである。
　河川管理施設の施設操作については、河川法第９９条の規定に基づき、関係地方公共
団体に委託することができ、上記排水機場等はその操作を行う影響が八幡市の区域に限
られるため、委託者　近畿地方整備局長と受託者　八幡市長で操作協定を締結している。

　以上のことから、八幡市町が本業務を履行できる唯一の機関であるので当該機関と委
託契約を締結するものである。

　根拠法令：
　　会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号


